
区民委員会議案説明資料 

令和４年３月１日 

件  名 頁 

１ 第１５号議案 足立区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・２ 

２ 第１６号議案 足立区立学童保育室条例の一部を改正する条例・・・・・・・４ 

（地域のちから推進部）



第 １ ５ 号 議 案 説 明 資 料 

令和４年３月１日 

件 名 
足立区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

所管部課名 地域のちから推進部 住区推進課 

内  容 

学童保育室に配置する放課後児童支援員について、認定資格研修の修了を

予定している者を放課後児童支援員とみなす経過措置期間を延長するため、

以下のとおり、「足立区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例」（以下、「条例」という。）の一部を改正する。 

１ 改正内容（詳細は別紙１のとおり） 

（１）学童保育室の放課後児童支援員について、認定資格研修を令和４年３月

３１日までに修了することを予定している者は、放課後児童支援員とみな

すとする経過措置を令和５年３月３１日まで延長する。 

（２）放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令第

６３号）は、各自治体の責任と判断で、経過措置期間の延長を可能として

いる。 

（３）認定資格研修は、保育士等の資格や一定の経験年数などの基礎資格を必

要としている。急な退職などで職員を補充しても基礎資格を持たない場合

は、認定資格研修を受講できないため、一時的に条例基準を満たさない学

童保育室が発生する状況が想定されるため経過措置の期間を延長する。 

２ 参考 

（１）配置基準

放課後児童支援員の配置については、条例上でおおむね４０名に１名以上

としている。また、保育時間中は放課後児童支援員が１名勤務する必要があ

ることから、１室あたり３名の配置を予定している。 

今後の方針 
認定資格研修の受講を計画的に進め、放課後児童支援員の資格所有者の拡大

を図る。 
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足立区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 改正前 改正後 

○足立区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例

○足立区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例

平成26年10月27日条例第60号 平成26年10月27日条例第60号 

付 則 

（施行期日） 

第1条（略） 

第2条 この条例の施行の日から令和４年３月31日までの間、第10条第３項の

規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了し

たもの（令和４年３月31日までに修了することを予定している者を含

む。）」とする。 

付 則 

（施行期日） 

第1条（略） 

第2条 この条例の施行の日から令和５年３月31日までの間、第10条第３項の 

規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了し

たもの（令和５年３月31日までに修了することを予定している者を含

む。）」とする。 

付 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

別紙１ 
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第 １ ６ 号 議 案 説 明 資 料 

  令和４年３月１日 

件   名 足立区立学童保育室条例の一部を改正する条例 

所管部課名 地域のちから推進部 住区推進課 

内  容 

 

１ 概要 

  令和５年４月１日より、北鹿浜小学校と鹿浜西小学校の統合新校内に学童

保育室（２室定員６５名）を開設する。また、現在運営している鹿浜西学童

保育室（１室定員４０名）をあわせて廃止するため、足立区立学童保育室条

例の一部を改正する。 

 

２ 改正内容 

  以下の内容を、足立区立学童保育室条例第２条別表へ削除・追加する。 

 

  【削除】 

  名称：足立区立鹿浜西学童保育室 

  位置：東京都足立区鹿浜二丁目２４番１号 

 

  【追加】 

  名称：足立区立鹿浜未来学童保育室 

  位置：東京都足立区鹿浜五丁目１８番１号 

 

３ 新旧対照表 

別紙２のとおり 

 

４ 施行年月日 

  令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 
令和５年４月１日から運営する事業者選定について、遺漏のないよう進めて

いく。 
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足立区立学童保育室条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正前 改正後 

○足立区立学童保育室条例 ○足立区立学童保育室条例

昭和51年３月31日条例第22号 昭和51年３月31日条例第22号 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 位置 名称 位置 

足立区立しまねっ子学童保育室 東京都足立区島根三丁目28番

11号 

 足立区立しまねっ子学童保育室 東京都足立区島根三丁目28番

11号 

 

（省略） （省略） 

足立区立鹿浜西学童保育室 東京都足立区鹿浜二丁目24番

１号 

 （削る） （削る） 

（省略） （省略） 

足立区立江北五色のさくら学童保育室 東京都足立区江北四丁目21番

１号 

 足立区立江北五色のさくら学童保育室 東京都足立区江北四丁目21番

１号 

 

足立区立さくら学童保育室 東京都足立区綾瀬三丁目12番

15号 

 足立区立さくら学童保育室 東京都足立区綾瀬三丁目12番

15号 

 

（追加） （追加） 足立区立鹿浜未来学童保育室 東京都足立区鹿浜五丁目18番

１号 

 

  付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この条例により設置する学童保育室に係る入室の申請、承認その他入室

に関する手続及び指定管理者の指定の申請、選定審査その他指定に関する

手続については、施行日前においてもこの条例による改正後の足立区立学

童保育室条例の規定の例により行うことができる。 

別紙２ 

5


